
　■　申告時間

    【常設会場】受付・申告 ８時30分〜15時（受付終了）［インターネットでの⼀部事前予約制］
※３月１日（日）は、電話での完全予約制で、９時から12時までとなります。
※３月16日（月）の最終日は、14時で受付終了となります。

    【巡回会場】受付・申告 ９時〜12時（電話での完全予約制）

　■　申告会場と日程

 ※期間中は、税務課及びせらにし支所生活課の窓口での申告は、お受けできません。
月 日 曜日 巡回会場（９時〜12時）
2 16 月 甲山農村環境改善センター せらにし支所

17 火 〃 〃
18 水 〃 〃
19 木 〃 〃
20 金 〃 〃
21 土
22 日
23 月 祝日
24 火 甲山農村環境改善センター せらにし支所 宇津⼾⾃治センター
25 水 〃 〃 伊尾⾃治センター
26 木 〃 〃 東⾃治センター
27 金 〃 〃 大見⾃治センター
28 土

3 1 日 甲山農村環境改善センター
（９時〜12時）

せらにし支所
（９時〜12時）

2 月 甲山農村環境改善センター せらにし支所 津久志⾃治センター
3 火 〃 〃 ⻄大⽥⾃治センター
4 水 〃 〃 津名⾃治センター
5 木 〃 〃 山福⽥⾃治センター
6 金 〃 〃 ⿊川⾃治センター
7 土
8 日
9 月 甲山農村環境改善センター せらにし支所
10 火 〃 〃
11 水 〃 〃
12 木 〃 〃
13 金 〃 〃
14 土
15 日

甲山農村環境改善センター せらにし支所
（8時30分〜14時） （8時30分〜14時）

※最終日は、終了時刻が早まりますので、余裕をもってご来場ください。

【お問合せ先】 税務課 賦課係 ☎０８４７−２２−５３００

常設会場（８時30分〜15時）

16 月

次のような申告は、税務署でお願いします。

●⻘⾊申告 ●住宅借入金等特別控除の１年目の申告
●譲渡所得の申告（株式、土地・建物の売却）※公共事業に係るものを
除く。 ●先物取引に係る所得 ●消費税・贈与税・相続税の申告

●過年分（令和６年分以前）の申告 ●雑損控除・災害減免の申告

ご注意

ください！

【


